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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構造が単純で組立が至便である良好な性能を有
する縁無しタイプの眼鏡を提供すること。
【解決手段】各側ブランチ１１は蝶番３０に取付けられ
、蝶番３０は、各側ブランチ１１の断面および外形が展
開位置において概ね連続するように構成され、それによ
り側ブランチ１１のレンズＶ内の貫通孔２０への通過を
可能にし、展開位置において側ブランチ１１をレンズＶ
の前面からレンズへ単に挿通することにより所定位置へ
設置できるようにする。
【選択図】図１



(2) JP 2009-110000 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つのレンズ（Ｖ）を相互に連結するブリッジ（１３）、および対応するレンズ（Ｖ）
の側領域にそれぞれ連結されたワイヤ構造の二つの側ブランチ（１１）を含み、
　各側ブランチ（１１）は主部（１１．２）および前記主部から伸長しかつレンズ（Ｖ）
の側領域に締結されるように構成された先端（１１．４）を含み、
　先端（１１．４）は概ね『Ｊ』の字形でありレンズ（Ｖ）内の貫通孔（２０）を通過す
るホルダ部（１１．５）を含み、先端（１１．４）を所定場所で保持できる可撓性固定ブ
ッシング（１５）が前記先端と前記ホルダ部間に介在し、かつ前記ホルダ部との間でレン
ズを固定しないで、レンズ内に形成された開放側切欠き（２１）または他の貫通孔（２４
）を通過する回転抵抗部（１１．６）を含み、ホルダ部（１１．５）と回転抵抗部（１１
．６）とを相互に連結する中央部（１１．７）がレンズ（Ｖ）の前面領域に伸長する、縁
無しタイプの眼鏡において、
　各側ブランチ（１１）は、側ブランチの展開位置のときに側ブランチの断面および外形
が概ね連続してレンズ（Ｖ）内の貫通孔（２０）を通過するように構成された蝶番（３０
）に取付けられ、それにより展開位置において側ブランチをレンズの前面からレンズへ単
に挿通することにより所定位置へ設置できる、眼鏡。
【請求項２】
　各側ブランチ（１１）の蝶番（３０）は前記側ブランチの主部（１１．２）に設けられ
ている、請求項１の眼鏡。
【請求項３】
　各側ブランチ（１１）の『Ｊ』の字形先端（１１．４）は、それぞれホルダ部（１１．
５）および回転抵抗部（１１．６）を構成する長部および短部を含み、前記長部は、鈍角
を形成する永久的曲折部（１１．３）を介して前記側ブランチの主部（１１．２）に連結
され、かつ前記蝶番（３０）は前記永久的曲折部（１１．３）に設けられている、請求項
１の眼鏡。
【請求項４】
　各側ブランチ（１１）の『Ｊ』の字形先端（１１．４）は、前記ホルダ部および前記先
端の回転抵抗部をそれぞれ構成する長部（１１・５）および短部（１１．６）を含み、か
つ蝶番（３０）は『Ｊ』の字形先端（１１．４）の長部（１１・５）に設けられている、
請求項１の眼鏡。
【請求項５】
　各側ブランチ（１１）の蝶番（３０）は、蝶番（３０）の断面が蝶番のいずれの側にあ
るワイヤセグメントに対して上昇することなく二つの対応する端（３０．１，３０．２）
を係合することにより形成されている、請求項１から４のいずれか１の眼鏡。
【請求項６】
　各側ブランチ（１１）の蝶番（３０）は、蝶番（３０）のいずれの側にあるワイヤセグ
メントの厚みよりも僅かに大きい厚みを有するセグメントの対応する二端（３０’．１，
３０’．２）を係合することにより形成されている、請求項１から４のいずれか１の眼鏡
。
【請求項７】
　可撓性固定ブッシング（１５）が各側ブランチ（１１）の先端（１１．４）を所定位置
に保持し、前記側ブランチ上へ前記ブッシングを予め挿通するときであって、レンズ（Ｖ
）の前面からレンズ（Ｖ）へ側ブランチ（１１）を挿通する前の展開位置において、蝶番
（３０）を通過できるように、ジェネレータライン（generator line)に沿って分離して
いる、請求項６の眼鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二つの眼鏡レンズを相互に連結するブリッジ、および対応するレンズのそれ
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ぞれの側領域に連結される二つの側ブランチまたは『テンプル』を含む縁無しタイプの眼
鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレームを締結するためにレンズの厚みを介して形成された孔を有する故に、穿孔レン
ズ眼鏡として知られる所謂縁無し眼鏡は、広範囲に普及している。
【０００３】
　参考として次の文献がある。ＷＯ－２００４／００３６３２Ａ、ＥＰ－１１０７０４２
Ａ、ＵＳ－６４４７１１７Ａ、ＷＯ－００／２６７１６Ａ、ＥＰ－１３８２９８８Ａ、Ｗ
Ｏ－０３／０１４８０４Ａ、ＷＯ－０２／０９５４８２Ａ、ＷＯ－０２／０９５４８１Ａ
、およびＵＳ５８８０８０７Ａ。
【０００４】
　上記文献の殆どにおいて、フレームの各構成要素、即ちブリッジおよび二つの側ブラン
チ、を締結するために、対応するレンズに開放側切欠きと共に貫通孔が形成されるか、ま
たは二つの貫通孔が形成される。
【０００５】
　ＵＳ－５８３５１８３Ａは、Ｓ形部を介してレンズの側部に締結される蝶番要素を提供
し、各蝶番要素は貫通孔を通過する自由端を有し、その中央部は開放側切欠きを通過する
。そのようにしてループを形成する端部は、レンズの中間部を弾性により把持もくしは挟
持するように設計され、その把持は、特に貫通孔および開放側切欠き内から対応するレン
ズの表面を噛む歯によって、摩擦抵抗を増大するような要素により更に強化される。それ
にも拘らず、レンズの表面を損傷する欠点を有し、そのためにレンズの表面は歯により削
られ、それにより、しばしば狭い領域である把持形成ブランチの二部間で把持されるレン
ズ領域を弱化させる。
【０００６】
　文献ＪＰ－２０００／３１８３７２およびＥＰ－０８１４３５９はワイヤフレームを図
解し、ブランチは、蝶番を含んでも含まなくてよく、曲折変形に好適であり、フック形先
端を有し、終端がレンズの開放側切欠きを通過し、レンズ内の孔を通過する短い把持部を
有し、把持部を形成する二部分は、ブランチを所定位置に確実に保持するために、孔と開
放側切欠き間のレンズ部分を付勢するクランプを形成する。レンズの把持は、短部をブラ
ンチの終端へ向かって傾斜させ、かつ可能であれば切欠き内に介在するブッシングと共に
、レンズを貫通する孔の軸の対応する傾斜により、ＪＰ－２００２／３１８３７２Ａの装
置において更に強化されて、フランジが把持の解除を阻止するスペーサを形成する。
【０００７】
　文献ＷＯ－０２／２１１９３Ａは、上記フレームの変形を示し、フック形先端を有する
側ブランチは、挿通後にレンズの背後で湾曲し、かつレンズの背面に隣接してそれぞれの
曲折部により所定位置に保持される。かかる方法は、時間の無駄でありかつ手動で実行さ
れなければならない数々の操作を必要とする。
【０００８】
　更に、側ブランチが如何なる蝶番も伴うことなく変形可能に曲折する、縁無しタイプの
眼鏡が提案されている。その目的のために、所定合金の形状記憶能力の利点を利用する成
形法が使用される。蝶番無しかつそのタイプの曲折可能－変形可能ブランチを締結するた
めに、文献ＷＯ－０３／０８３５５３ＡおよびＵＳ－５３６７３４４Ａに例示されたよう
に孔に貫通する複数ペグを係合することが一般的慣習である。
【０００９】
　殆どの環境において、側ブランチのファスナ端は多数の曲折を伴う複雑な形態を有し、
そのために加工費用が高くなる。更に、矩形かつ未だ曲折されていないブランチの端をレ
ンズ内の孔へ挿通した後に、かかる折曲げをその場で実行する必要がしばしば生じ、その
ようなことはオペレータにとって特に不都合である。
【００１０】
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　昨今は、本出願人による文献ＵＳ－７２６４３４８Ｂ２に教示されているように、蝶番
無しのブランチそして曲折可能－変形可能ワイヤ構造を有する縁無しタイプの眼鏡が提案
され、各側ブランチは主部、および前記主部から伸長しかつレンズの側領域に締結される
先端を含み、前記先端は概ね『Ｊ』の字形に形成されかつレンズ内の貫通孔を通過するホ
ルダ部を含み、先端を所定位置に保持するための可撓性固定ブッシングがホルダ部と先端
間に介在し、かつ回転抵抗部が、前記ホルダ部と回転抵抗部間にレンズを挟持することな
く、レンズ内の開放側切欠きまたは他の貫通孔を通り、前記ホルダ部と回転抵抗部を相互
に連結する中央部がレンズの前面の領域内に延在する。
【００１１】
　この文献は、単にレンズの前面からレンズを挿通し、貫通孔を通過することにより、所
定位置に設置できる単一ワイヤ構成要素を構成するように、蝶番無しかつ曲折可能－変形
可能ワイヤ構造を有する側ブランチを使用することを教示する。この側ブランチは、特に
貫通孔において所定位置へ既に設置された可撓性固定ブッシングを通過するときに、挿通
を容易にする余分な厚みを持たない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、構造が単純で組立が至便である良好な性能を有する縁無しタイプの眼鏡を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題は次の構成による本発明による縁無しタイプの眼鏡により達成される。
　即ち、本発明は、二つのレンズを相互に連結するブリッジ、および対応するレンズの側
領域にそれぞれ連結されたワイヤ構造の二つの側ブランチを含み、各前記側ブランチは主
部および前記主部から伸長しかつレンズの側領域に締結されるように構成された先端を含
み、前記側ブランチの先端は概ね『Ｊ』の字形でありレンズ内の貫通孔を通過するホルダ
部を含み、前記先端を所定場所で保持できる可撓性固定ブッシングが前記先端と前記ホル
ダ部間に介在しかつ前記ホルダ部との間でレンズを固定しないでレンズ内に形成された開
放側切欠きまたは他の貫通孔を通過する回転抵抗部を含み、前記ホルダ部と前記回転抵抗
部とを相互に連結する中央部がレンズの前面領域に伸長する、縁無しタイプの眼鏡を提供
し、かかる眼鏡において、各前記側ブランチは、側ブランチの展開位置のときに側ブラン
チの断面および外形が概ね連続してレンズ内の貫通孔を通過するように構成された蝶番に
取付けられ、それにより側ブランチの展開位置において側ブランチをレンズの前面からレ
ンズへ単に挿通することにより所定位置へ設置できる、ことを特徴とする。
【００１４】
　文献ＵＳ７２６４３４８Ｂ２に教示の利点が蝶番付き側ブランチを備えたフレームに応
用されている。
【００１５】
　好適形態によれば、各前記側ブランチの蝶番は前記側ブランチの主部に設けられている
。
【００１６】
　好適形態によれば、各前記側ブランチの『Ｊ』の字形先端は、それぞれホルダ部および
回転抵抗部を構成する長部および短部を含み、前記長部は、鈍角を形成する永久的曲折部
を介して前記側ブランチの主部に連結され、かつ前記蝶番は前記永久的曲折部に設けられ
ている。
【００１７】
　好適形態によれば、各前記側ブランチの『Ｊ』の字形先端は、前記ホルダ部および前記
先端の回転抵抗部をそれぞれ構成する長部および短部を含み、かつ前記蝶番は『Ｊ』の字
形先端の長部に設けられている。
【００１８】
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　好適形態によれば、各前記側ブランチの蝶番は、前記蝶番の断面が蝶番のいずれの側に
あるワイヤセグメントに対して上昇することなく二つの対応する端を係合することにより
形成されている。
【００１９】
　好適形態によれば、各前記側ブランチの蝶番は、前記蝶番のいずれの側にあるワイヤセ
グメントの厚みよりも僅かに大きい厚みを有するセグメントの対応する二端を係合するこ
とにより形成されている。
【００２０】
　好適形態によれば、可撓性固定ブッシングが各前記側ブランチの先端を所定位置に保持
し、前記側ブランチ上へ前記ブッシングを予め挿通するときであって、レンズの前面から
レンズへ側ブランチを挿通する前の展開位置において、前記蝶番を通過できるように、ジ
ェネレータライン（generator line)に沿って分離している。
【００２１】
　本発明の他の特徴および利点は、好適実施形態を示す図面を参照する説明により更に明
らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１および２に示されたように、本発明は縁無しタイプの眼鏡に関する。かかる眼鏡は
、二つのレンズＶおよびワイヤタイプのフレーム１０を有する。フレーム１０は二つのレ
ンズＶを相互に連結するブリッジ１３、および対応するレンズＶの側領域に連結されたワ
イヤ構造の二つの側ブランチ、即ち『テンプル』１１を含み、各側ブランチは蝶番３０に
取付けられている。
【００２３】
　具体的には、側ブランチ１１の基端１１．１はスリーブまたは変形態としてボール等の
被覆要素１２を具備する。
【００２４】
　各側ブランチ１１は、そのように、ここではスリーブ１２により被覆された基端１１．
１、僅かに湾曲しかつ鈍角を形成する永久的曲折部１１．３まで延在する主部１１．２を
連続的に有する。対応するレンズＶの側領域に締結されるように構成された曲折部１１．
３から先端１１．４が伸長している。
【００２５】
　先端１１．４は概ね『Ｊ』の字形に形成され（連続する側ブランチを上方または下方か
ら観察した場合）、長いホルダ部を形成する長部１１．５と短い回転抵抗部を形成する短
部１１．６は中央部１１．７により相互に連結されている。
【００２６】
　図３の説明図から理解されるように、長いホルダ部１１．５は側ブランチの主部１１．
２へ伸長しかつレンズＶ内の貫通孔２０を通過し、貫通孔２０には先端１１．４を所定位
置に保持できる可撓性固定ブッシング(clamping bushing)１５が介在し、かつ短い回転抵
抗部１１．６は後方へ戻りかつ開放側切欠き２１へ侵入する。または図４の説明図から理
解されるように、短い回転抵抗部１１．６は後方へ戻りかつもう一つの孔２４へ侵入する
。この場合、長部１１・５と短部１１．６との間でレンズＶを把持もしくは挟持すること
なく中央部１１．７がレンズＶの前面上方に延在する。
【００２７】
　ワイヤ構造等によるブリッジ１３は従来設計であり、湾曲した主部１３．１、ならびに
眼鏡の二つのレンズにブリッジを連結するために対応するレンズ内の孔２２および開放側
切欠き２３と共働する側にファスナ端１３．４を有する。理解されるように、対応するレ
ンズ領域に締結されたブリッジのファスナ端１３．４は単に弾性により対応するレンズ領
域に締結される。ブリッジのファスナ端は、側ブランチを保持するために使用されるブッ
シング１５に類似の可撓性固定ブッシングの介在を可能にする貫通孔２２を通過するよう
に形成される。更に、鼻パットを担持するように構成されたブリッジ等他の構造のブリッ
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ジが採用できる。
【００２８】
　具体的には、理解されるように、各側ブランチ１１の『Ｊ』の字形先端１１．４は実質
的水平面内に設置される。このことは、折り畳まれたときに側ブランチの妨害となる捩じ
れの回避を可能にする。
【００２９】
　更に、各側ブランチ１１の先端の長部１１・５は、鈍角を形成する永久的曲折部１１．
３を介して側ブランチの主部１１．２に連続している。この長部１１・５は、レンズＶの
背面からレンズＶの厚みよりも小さくない範囲にわたって直線状に伸長する。この構成は
、側ブランチを外すために必要であれば、続く分離を促進する。
【００３０】
　この実施形態において、可撓性固定ブッシング１５は、対応するレンズＶの一面に対し
て取付けられるカラー１５．１を一端に有するもとして示されている。実際には、図１０
または図１４を参照して後述するように、各側ブランチ１１は、単に前面からレンズへ挿
通(threaded through)することにより取付けられる。可撓性ブッシング１５は、カラー１
５．１がレンズの前面に当接するように設置されるのが好適である。そのようにすること
により、側ブランチがレンズに形成された孔を通過するときに可撓性固定ブッシング１５
が追い出されないようにする。
【００３１】
　更に具体的には、可撓性固定ブッシング１５は、レンズ内の対応する孔内へ挿入される
取付け部であってよい。変形態として、可撓性固定ブッシング１５は、関連する側ブラン
チ１１がシリコーン等のプラスチック材料の型成形または射出成形によりレンズ内の対応
する孔へ付設されるときに、その場で形成されるように構成れてよい。
【００３２】
　図５から理解されるように、開放側切欠き２１内に受けられる短部１１．６は、従来技
術による構成のごとくレンズを挟持する（pinching)ことにより、レンズの対応する部へ
固定されるのではない。短部１１．６は、単に回転防止機能を提供する作用をし、側ブラ
ンチは、可撓性固定ブッシング内に係止される(locked)長部１１・５により所定位置に保
持される。
【００３３】
　本発明の重要な特徴によれば、図５から理解されるように、各側ブランチ１１は蝶番３
０により取付けられ、蝶番３０は、側ブランチが展開位置（図５ａの位置)のときに側ブ
ランチの断面および外形が概ね連続性を維持するように構成され、レンズＶ内の貫通孔２
０への側ブランチの通過を可能にし、それにより側ブランチの展開位置においてレンズの
前面から単に側ブランチを挿通することにより側ブランチを所定位置に設置させる。
【００３４】
　蝶番３０は、二つのワイヤ端３０．１と３０．２とを相互に連結し、両ワイヤ端は蝶番
ピンとして作用する螺子またはリベット３１により共に締結される。特に、一方の端３０
．２は面取り先端３０．３を有するブレードの形態であり、他方の端３０．１は、側ブラ
ンチの展開位置のための当接部として作用する傾斜底部３０．４を有するフォーク形態で
ある。
【００３５】
　図５ａの位置おいて、側ブランチ１１の断面および外形は、蝶番３０上で蝶番３０と同
一形態を維持し、側ブランチは蝶番無しで屈曲状態に変形可能である場合でも、それによ
り側ブランチの、特に関連する貫通孔２０へ設置されている可撓性固定ブッシング１５を
装備した、貫通孔２０への精確な挿通が可能である。
【００３６】
　図５ｂの位置おいて、側ブランチ１１は折り畳まれ、側ブランチ１１の形状は蝶番３０
と相違しかつ蝶番３０から突出する部分を有する。
【００３７】
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　図４は、短い回転抵抗部１１．６が背後へ戻るときに開放側切欠きを通過しないで、代
りにレンズ内の他の貫通孔２４へ侵入する変形態を示す。この変形態の他の構成は上述の
形態と同一であり、蝶番３０は、展開位置において、側ブランチ１１の断面および外形の
連続性を確実にし、そのようにして図５ａおよび５ｂの説明図が有効に適用され得る。
【００３８】
　図６および７は図５ａの図に類似しかつ二つの異なる変形態を示し、ここでは蝶番３０
は側ブランチに主部１１．２ではなく、鈍角を形成する永久的曲折部１１．３（図６）、
または『Ｊ』の字形先端１１．４の長部１１・５に形成されている（図７）。
【００３９】
　再度説明すると、側ブランチ１１の断面および外形の連続性は、側ブランチが展開位置
のときに（図６および７参照）維持される。
【００４０】
　従って、あらゆる状況において、各側ブランチ１１は主部１１．２、およびレンズＶ内
の貫通孔２０を通過できる断面および外形に形成された長部１１・５を有する先端を含み
、それにより側ブランチをレンズの前面から単に挿通することにより所定位置への側ブラ
ンチの設置を可能にし、かつ蝶番３０の存在にも拘らず蝶番がかかる挿通時に如何なる干
渉もしないように構成されることによりそれが可能になる。
【００４１】
　図８および９は、側ブランチ１１の形状を明瞭に示し、理解されるように基端１１．１
はスリーブ等により被覆されていない。側ブランチ１１は金属ワイヤにより好適に形成さ
れ、特に外科用ステンレススチールによるワイヤで形成されるのが好ましく、主部１１．
２の領域で垂直方向に選択的局所で扁平にされた円形断面を有し、折り畳まれる方向にお
いて側ブランチの可撓性を増すように構成される。
【００４２】
　図１０は、レンズＶの前面からレンズＶへ単に挿通することにより側ブランチを手動で
設置できる方法を示す。
【００４３】
　この図は、レンズおよび側ブランチの種々の対応部の変形態を示す。
【００４４】
　位置Ｉにおいて、側ブランチ１１の基端１１．１は、挿通を容易にするために予め可撓
性固定ブッシング１５が取付けられている貫通孔２０に対面する。
【００４５】
　位置ＩＩ，ＩＩＩ，ＩＶ，Ｖは、継続的挿通位置を示し、その間に、ワイヤブランチの
相対的に長い断片を可撓性固定ブッシング１５を装備した貫通孔２０へ徐々に挿入し、同
時に蝶番３０を通過させ、レンズを側ブランチのファスナ先端１１．４に到達させる。最
終位置ＶＩに到達するための運動の最後段階は、直線方向のみの摺動を含み、それにより
短部１１．６をレンズの開放側切欠き２１へ運ぶ。
【００４６】
　理解されるように、側ブランチ１１は、如何なる工具の補助も必要とすることなく、迅
速かつ容易に取付けることができ、かつ側ブランチの折り畳み位置においてコンパクトで
ある利点を保持する。これは好適に構成された蝶番を有する結果である。
【００４７】
　組立てた眼鏡の分解が所望される場合には、組立てるときと反対の手順で手続きを進め
、同一レンズを維持しながら側ブランチを変更することが可能であり、その逆も同様に可
能である。
【００４８】
　上述のように、可撓性固定ブッシング１５は、レンズ内の貫通孔に取付けにより構成さ
れるか、孔へ型成形または射出成形することによりその場で形成されるかと関係なく、所
定位置でファスナ先端１１．４を保持でき、例えばポリアミド６またはシリコーン等の可
撓性材料の使用が可能であり、これらの材料は透明であり、それにより目立たないように
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する。
【００４９】
　図１１から１３は、他の形態を示し、側ブランチの展開位置において、側ブランチの断
面および外形は、蝶番３０の領域において完全に連続していないが、概ね連続性を維持し
て、レンズＶ内の貫通孔２０への側ブランチの挿通を可能にする。図１３において、先端
１１．４のための局所的扁平領域１１．８の存在が観察でき、この領域は、ホルダブッシ
ング１５内の側ブランチの先端の締結を促進する局所的突起を形成する。
【００５０】
　このように、この変形態によれば、各側ブランチ１１における蝶番３０は、蝶番のいず
れかの側のワイヤセグメントとの比較で断面の如何なる増加も伴わない二つの対応する端
３０．１と３０．２を手動で係合することにより形成されるのではなく、ワイヤセグメン
トの厚みよりも僅かに厚みのあるセグメントを有する対応する二端３０’．１と３０’．
２とを手動で係合することにより形成される。この蝶番は螺子でなくリベット３１により
所定位置に保持されるのが好ましい。蝶番３０を構成する過剰厚みを有するセグメントは
１．７ｍｍの直径を有し、この直径は１ｍｍの直径を有するワイヤとの比較である。
【００５１】
　可撓性固定ブッシング１５が関連する貫通孔２０に設置される場合には可撓性固定ブッ
シングの僅かに大きい厚みが側ブランチの挿通を阻止し、そのようにして蝶番がレンズを
通過する。可撓性固定ブッシング１５は、側ブランチに沿って予め挿通され、かつ側ブラ
ンチの中央部１１．７の領域において側ブランチの端に位置決めされ、蝶番３０が貫通孔
２０を通過した後に貫通孔２０へ挿入されるように形成される。損傷を与えることなく蝶
番３０の通過を可能にするために、可撓性固定ブッシング１５は、図１４に示されたよう
に、ジエネレータライン（generator line）に沿って分離すくことが好ましい。更に、組
立てた蝶番が完全に筒状であるためにリベットの頭部をダイスタンプすることが可能であ
る。
【００５２】
　図１４は、側ブランチ１１への可撓性固定ブッシング１５の予備挿通工程（ａ－ｄ）を
示し、ｄ）は分離ブッシングを示す拡大詳細図であり、工程（ａ－ｄ）の後に、このよう
にして可撓性固定ブッシング１５が取付けられた側ブランチ１１はレンズＶ内の貫通孔２
０へ工程（ｅ－ｈ）により挿通される。
【００５３】
　本発明は、上記実施形態に制限されることなく、上述された重要な特徴を再現するため
に均等手段を使用するいずれの変形態をも包含する。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明によるワイヤブランチが蝶番留めされた縁無しタイプの眼鏡の斜視図であ
る。
【図２】図１の眼鏡の平面図であり、側ブランチのファスナ端は透明により観察できる。
【図３】一実施形態における側ブランチのファスナ領域を明瞭に示す部分拡大斜視図であ
る。
【図４】他の実施形態における側ブランチのファスナ領域を明瞭に示す部分拡大斜視図で
ある。
【図５】図３のＶ－Ｖ断面図であり、ａ）は側ブランチの展開位置における蝶番の形状を
示し、ｂ）は側ブランチの折り畳み位置における形状を示す。
【図６】図５ａ）の図に類似の図であり、蝶番が側ブランチ内の一つの位置にある状態を
示す。
【図７】図５ａ）の図に類似の図であり、蝶番が側ブランチ内の他の位置にある状態を示
す。
【図８】スリーブまたはボール等のいずれの被覆要素をも有しない基端を有する側ブラン
チの平面図であり、この状態は側ブランチの初期取付けに対応する。
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【図９】スリーブまたはボール等のいずれの被覆要素をも有しない基端を有する側ブラン
チの側面図であり、この状態は側ブランチの初期取付けに対応する。
【図１０】蝶番による妨害を伴うことなく、側ブランチがレンズの前面から挿通されると
きの側ブランチと対応するレンズ間の相対的位置を示す線図である。
【図１１】僅かに大きい厚みを有するブッシングが蝶番のところに設けられた一実施形態
の斜視図である。
【図１２】僅かに大きい厚みを有するブッシングが蝶番のところに設けられた他の実施形
態の平面図である。
【図１３】図１１および１２のフレームの蝶番を示す拡大説明図である。
【図１４】側ブランチを所定位置に設置し、可撓性固定ブッシングを側ブランチ上に初期
係合し、可撓性固定ブッシングを取付けた側ブランチをレンズ内の貫通孔へ挿通し通過さ
せるａ）－ｈ）の連続工程を示す線図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　　フレーム
　１３　　ブリッジ
　１５　　可撓性固定ブッシング
　２０　　貫通孔
　３０　　蝶番

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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